
（支給の繰下げ） 

第 44 条の 3 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算

して 1 年を経過した日(以下この条において「1 年を経過した日」という。)前に当該老齢厚

生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出を

することができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年

金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び

付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であ

ったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から 1 年を経過した日までの間に

おいて他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 

２ 1 年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第 5 項の規定により前項の申

出があったものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を

したときは、当該各号に定める日において、前項の申出があったものとみなす。 

一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して 10年を経過した日(次号において「10

年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となった者 他の年金たる給

付を支給すべき事由が生じた日 

二 10 年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 10 年を経過した日 

３ 第 1 項の申出(第 5 項の規定により前項の申出があったものとみなされた場合における

当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第 36 条第

1 項の規定にかかわらず、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。 

４ 第 1 項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第 43 条第 1 項及び第 44 条の

規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日

の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第 43 条第 1 項の規定の例により計算し

た額及び第 46 条第 1 項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘

案して政令で定める額を加算した額とする。 

5 第 1 項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受

給権を取得した日から起算して 5 年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、

当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の 5 年前の日に同項の申出

があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。 

一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して 15年を経過した日以後にあると

き。 

二 当該請求をした日の 5 年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったとき。 

 

第四十三条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額（被保険者期

間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の

区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率（以下「再評価率」という。）を乗じて得た額の



総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二

十九条第三項を除き、以下同じ。）の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数

を乗じて得た額とする。 

第四十四条 老齢厚生年金（その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四

十以上であるものに限る。）の額は、受給権者がその権利を取得した当時（その権利を取得

した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満

であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた

当時。第三項において同じ。）その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の

配偶者又は子（十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳

未満で第四十七条第二項に規定する障害等級（以下この条において単に「障害等級」という。）

の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。）があるときは、第四十三条の

規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法

第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき（当該子について加

算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。）は、その間、当

該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 

第四十六条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者（前月以前の月に属する日から引き続き

当該被保険者の資格を有する者に限る。）である日（厚生労働省令で定める日を除く。）、国

会議員若しくは地方公共団体の議会の議員（前月以前の月に属する日から引き続き当該国

会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。）である日又は七十歳以上の使用さ

れる者（前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生

労働省令で定める要件に該当する者に限る。）である日が属する月において、その者の標準

報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得

た額（国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当す

る額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する

額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以

上の使用される者（国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。）

については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び

標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総

報酬月額相当額」という。）及び老齢厚生年金の額（第四十四条第一項に規定する加給年金

額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。）を十二

で除して得た額（以下この項において「基本月額」という。）との合計額が支給停止調整額

を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額と

の合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得

た額（以下この項において「支給停止基準額」という。）に相当する部分の支給を停止する。

ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部（同条

第四項に規定する加算額を除く。）の支給を停止するものとする。 


